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代
表
取
締
役 

中
野 

み
の
る 

 

第
一
条 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日
、
甲
は
乙
に
対
し
、
乙
所
有
に
か
か
る
後
掲
不
動
産
物
件
を
抵
当
と
し
て
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
い 

 

て
金
○
○
○
○
万
円
を
貸
し
付
け
た
。
乙
は
こ
れ
を
受
領
し
た
。 

第
二
条 

前
条
債
務
の
弁
済
期
限
は
平
成 

 

年 
 

月 
 

日
と
す
る
。 

第
三
条 

利
息
は
年 

 

割 
 

分
と
し
、
乙
は
利
息
を
毎
月
末
日
か
ぎ
り
、
甲
方
へ
持
参
ま
た
は
送
金
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
条 

弁
済
期
限
ま
で
に
元
本
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
乙
は
遅
延
損
害
金
日
歩 

 

銭
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。 

第
五
条 

乙
は
本
件
債
務
履
行
の
担
保
と
す
る
た
め
、
乙
所
有
の
左
記
不
動
産
に
質
権
を
設
定
し
、
甲
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 

所
在
地 

 

東
京
都
中
野
区
中
央
一
二
三 

 
 
 
 

 

種 

類 
 

製
品
倉
庫 

 
 
 
 

 

地 

積 
 

百
拾
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 

 

構 

造 
 

鉄
筋
二
階
建
て 

 
 
 
 

 

床
面
積 

 

九
拾
平
方
メ
ー
ト
ル 
  



第
六
条 

第
五
条
に
記
載
す
る
不
動
産
物
件
は
、
本
件
債
務
弁
済
ま
で
甲
が
所
有
権
を
有
す
る
が
、
乙
に
賃
貸
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
も
の
と 

 

す
る
。
但
し
、
乙
よ
り
債
務
弁
済
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
所
有
権
の
移
転
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

甲
は
乙
の
承
諾
を
得
ず
に
第
五
条
に
記
載
す
る
物
件
を
他
に
譲
渡
、
賃
貸
、
あ
る
い
は
担
保
等
に
提
供
す
る
な
ど
、
乙
に
損
害
を
も
た
ら 

 
す
一
切
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
八
条 
乙
が
左
記
各
号
の
一
に
該
当
す
る
行
為
を
な
し
た
場
合
は
直
ち
に
期
限
の
利
益
を
失
う
。
こ
の
と
き
乙
は
、
甲
に
よ
る
通
知
催
告
の
有
無 

 

に
関
わ
ら
ず
、
直
ち
に
残
債
務
全
額
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。 

①
利
息
の
支
払
い
を
二
回
以
上
怠
っ
た
と
き
。 

②
他
の
債
務
に
つ
い
て
差
し
押

さ
え
、
仮
処
分
、
あ
る
い
は
強
制
執
行
を
受 

 

け
た
と
き
。 

③
甲
の
承
諾
を
得
ず
に
第
五
条
に
記
載
す
る
物
件
を
営
利
目
的
に
利
用
し
た 

 

と

き
。 

第
九
条 

こ
の
不
動
産
質
権
の
存
続
期
間
は
平
成 
 

年 
 

月 
 

日
ま
で
と
す
る
。 

  

以
上
の
通
り
契
約
が
成
立
し
た
の
で
、
こ
れ
を
証
す
る
た
め
本
証
書
二
通
を
作
成
し
、
甲
乙
各
一
通
を
保
持
す
る
。 
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乙
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み
の
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